
指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法

１ 施設の概要

⑴米子市心身障害者福祉センター

⑴ 名称 米子市心身障害者福祉センター

⑵ 所在地 米子市皆生新田二丁目 10番１号

⑶ 構造 鉄筋コンクリート造り

平屋立て

⑷ 敷地面積 3,689.58 平方メートル

⑸ 建築面積 894.80 平方メートル

⑹ 開館日 昭和 58年４月１日

⑺ 主な施設内容 体育室・大会議室（利用人員 150 人）、浴室(男子浴室 21平方メー

トル、女子浴室 21 平方メートル、家族浴室８平方メートル）、調

理訓練室（48 平方メートル）、作業訓練室（44 平方メートル）、和

室（48平方メートル）、福祉ホール（65平方メートル）、事務室、

保健室、相談室、機械室等

屋外運動場（1,155 平方メートル）

⑻ 施設の設置目

的（総合計画との

関連性等）

福祉センターは、障がい者のための機能回復訓練、健康増進、交

流の場として設置されている。

市の総合計画では、障がい者の自立の支援と社会参加の推進を目

的としており、その実現のため、福祉センターで事業を実施する。

⑼ 施設の現状 福祉センターは、障がい者の日常生活訓練、社会適応訓練、更生

相談、スポーツ・レクリエーション等の障がい者活動の拠点とし

て、多くの障がい者、ボランティア及び関係福祉団体に活用され

ている。また、リフトバスを運行して、施設利用者等の送迎を行

っている。

⑽ 施設の運営状

況（令和元年

度）の概要

ア 利用者数

(ｱ) 米子市心身障害者福祉センター １５，７３５人

(ｲ) リフトバス １，８８７人

イ 主な自主事業

(ｱ) 陶芸、編物、人形劇、七宝焼、料理、カラオケ、卓球、グ

ランドゴルフ等の講座

(ｲ) レクリエーション

ウ 管理運営費（支出額の合計） ３２，４８９千円



⑵米子サン・アビリティーズ

２ 制度適用方法

⑴ 指定の期間

令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間）

⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの）

ア 福祉センター及びサン・アビリティーズの施設、設備及び器具の維持管理

イ 福祉センター及びサン・アビリティーズの施設等の利用

⑴ 名称 米子サン・アビリティーズ

⑵ 所在地 米子市皆生三丁目 16番 20 号

⑶ 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造り

平屋建て

⑷ 敷地面積 4,087.53 平方メートル

⑸ 建築面積 1,728.47 平方メートル

⑹ 開館日 昭和 62年 10 月 21 日

⑺ 主な施設内容 体育館(896 平方メートル) バレーコート(２面)、バスケットコー

ト(１面）、卓球（10 台）、テニスコート(１面)、バドミントンコー

ト(６面）及びアーチェリー(４的)

多目的室(65 平方メートル)収容人員 30 人

研修室(107 平方メートル)収容人員 65 人

⑻ 施設の設置目

的（総合計画との

関連性等）

サン・アビリティーズは、障がい者のための機能回復訓練、健康

増進、交流の場として設置する。

市の総合計画では、障がい者の自立の支援と社会参加の推進を目

的としており、その実現のため、サン・アビリティーズで事業を

実施する。

⑼ 施設の現状 サン・アビリティーズは、機能の回復向上、健康の増進、コミュ

ニケーション及び教養・文化活動の場として、障がい者だけでな

く多くの一般市民に活用されている。

⑽ 施設の運営状

況（令和元年

度）の概要

ア 使用許可件数 １，９２８件

イ 利用者数 ２３，５４６人

ウ 使用料収入額 ９９５千円

エ 主な自主事業

(ｱ) 車椅子アーチェリー、車椅子バスケットボール及び風船バ

レーボール

(ｲ) 絵画教室及び書道教室

オ 管理運営費（支出額の合計） ２２,６６０千円



・サン・アビリティーズの使用料の徴収、減額、免除及び還付

ウ 利用の促進

エ 自主事業の企画及び実施

⑶ 管理業務の処理体制

職員の適正配置のほか体制の整備。なお、福祉センター及びサン・アビリティーズ

には、職員のうちから、福祉センター及びサン・アビリティーズの統括責任者として

所長１人を置く。

⑷ 市が直接行う業務

ア 福祉センター及びサン・アビリティーズの目的外使用の許可その他の市長に専属

的に付与された行政処分

イ 米子市心身障害者福祉センター運営委員会及び米子サン・アビリティーズ運営協

議会の開催

⑸ 管理業務の処理に必要な経費

指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料、サン・アビリティー

ズの使用料及び自主事業の収入により賄うものとする。なお、指定管理料の額及び支

払方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支予算書に基づき、市と指定管理

者とが協議し、双方で締結する協定において定める。

⑹ その他の条件

ア 指定管理者は、福祉センター及びサン・アビリティーズの管理業務の処理に当た

り、福祉センター及びサン・アビリティーズの利用者で構成する団体その他関係

団体との連携協力に努めること。

イ 市は、災害の発生その他特別の事情がある場合は、福祉センター及びサン・アビ

リティーズの施設等を優先的に使用することがある。この場合において、指定管

理者は、これに協力すること。


